
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年年齢が 18 歳に引き下げられ、若者の悪質業者による消費者被害の増加が懸念されてい

ます。本センターの消費生活相談員が、最新の消費生活に関するトラブル事例やその対処法等

をわかりやすく解説しますので、授業や新入生向けオリエンテーション等に活用ください。 

リーフレットやグッズ等の配布にご協力いただける場合は、必要数をお知らせください。 

各校のご要望に応じて対応させていただきますので、ぜひご利用ください。  

  最新トラブル防止 

最新の消費生活に関するトラブル事例やその対処法等をわかりやすく解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無料 
申込 
必須 

尼崎市内の小学校～大学・専門学校対象 

学校向け 

出前講座 

契約のきほん 悪質商法 
被害防止 

くらしの知識 

所要時間 啓発資材 対象 

３０～６０分程度 

 

 

 

リーフレット 

グッズなど 

 

     

尼崎市内の 
小学生～大学生 
専門学校の生徒 
教員、PTA など 
 

開催場所 

尼崎市内の学校
施設など 
 
 

申込方法 
概ね実施予定日の１月前までに、ご連絡ください。 

ファックス、郵送、WEB フォームから申し込みが可能です。 

 

お問合せ 

尼崎市消費生活センター 

〒66０-8501  

尼崎市東七松町１－２３－１ 市役所中館８階 

危機管理安全局危機管理安全部生活安全課 消費生活センター 

電 話 ０６－６４８９－６６９０  F A X ０６－６４８９－６６８６ 

メール ama-shohhi@city.amagasaki.hyogo.jp 

 

内 容 

詳細、Web申込は 

こちらから 

mailto:ama-shohhi@city.amagasaki.hyogo.jp

